
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

上小建設労働組合 

上田市国分７４１－７ 

０２６８－２２－２３６２ 

Home Page: http://www.e-kumiai.jp/ 

 

ルーシーとエドマンドはソリが合わないいとこのユ

ースタスと共にナルニアの海へと導かれる。気が付くと

彼らは、懐かしいカスピアン王子やもの言うネズミの騎

士たちと共に帆船に乗っていた。そして、船は神秘の

島々をめぐる旅へと漕ぎ出す。 

光を奪われたナルニアを救うために、魔法の剣を集め

なくてはならない。ナルニアを守るため、そして友人で

ありナルニアの保護者でもあるアスランとの再会を果

たすため、彼らは海の果てを目指すのだった。 

 組合では建設業に従事する方の福利厚生事業として、また、組合を広く知っていただく活動の一

環として組合映画祭を開催します。ご家族でご観賞下さい。 

また建設業に従事されている方でまだ組合に加入 

されていない方もお誘い合わせの上、観賞下さい。 

 今回の映画祭はチャリティーで行うため 

入場時にお１人１００円以上を目標に募金を 

お願いしています。 

第５９回定期大会を５月８日（日）午後３時

より、『ささや』にて開催します。 

このたび地震により被災された皆様に 

心よりお見舞い申し上げます。 
 

組合では今後募金活動を行いますの 

で皆様のご協力をお願い致します。 

 

４月に計画致しました「日光の旅」 

は取りやめとなりました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべて受診しても１時間程で終わります。対象のみなさん１年に１度は必ず『健康診断』を受診しましょう！ 

 

 

 

 

 

 

組合では４月に入学されるお子さんへ入学祝金が

給付されます。 

扶養に加入されている小・中学校へ入学される方

は、４月初旬に振込みますので、ご確認下さい。 

扶養に入られていない方は申請して下さい。 

 

高校・専門学校・大学への入学も対象となります。

この場合は申請が必要となりますので、該当する方は

印鑑を持って組合窓口で申請をお願いします。 

組合ホームページより申請書をダウンロードでき

ますので、記入、押印して頂き、 

組合まで郵送して頂いても結構です。 
 

【組合ホームページ 

  What's New 就学祝金申請について】 

 

日  程 会  場 

5月 24日 火 組合事務所 

6月 21日 火 組合事務所 

７月 19日 火 組合事務所 

７月 20日 水 組合事務所 

７月 21日 木 東御市保健センター 

７月 28日 木 丸子保健センター 

8月 18日 木 組合事務所 

9月 20日 火 組合事務所 

10月 18日 火 組合事務所 

11月 22日 火 組合事務所 

12月 13日 火 組合事務所 

１月 19日 木 丸子保健センター 

１月 23日 月 東御市保健センター 

１月 24日 火 組合事務所 

１月 25日 水 組合事務所 

2月 21日 火 組合事務所 

3月 21日 水 組合事務所 

3月 22日 木 組合事務所 

 

受付時間  午前 9 時～１１時の間 

受診時間は申込順に組合より指定します。 

指定時間は厳守して下さい。 

 

検診料   総合健診（補助後の額）２，０００円 

     特定健診（メタボ）のみ １，０００円 

前立腺がん検診希望者は自己負担＋１,６５０円 

（５０歳以上は６５０円） 

定期健診と一緒に受診する石綿健康診断は＋１,０００円

ですが、単独健診は３，０００円です。 

 

その他 

＊受診対象者は組合員と健康保険扶養家族に限ります。 

＊石綿健診のみ単独健診ができますが、前立腺健診は 

一般健診と一緒となります。  

＊この検診は、建設国保の補助事業のため補助は１年 

１回のみとなり、年度中に人間ドック補助を受けた 

方と２回目以降の検診は補助の対象となりません。 

 

 受診希望日の前月末までに予約をお願いします。 

 時間前に来られても、予約時間までお待ちいただく事となりますので、時間厳守でお願いします。 

 

 

 

 

 毎年頭を悩ませる確定申告も無事終

わり、みなさんほっと一息といったと

ころでしょうか。 

組合では２月９日～３月１５日まで

の間、決算相談会を開催しました。 

 今年は、新たに事業を始められた方

や消費税課税の方も多く見受けられま

した。後半は本部からの応援を３日お

願いし、対応させていただきました。 

毎年予約制で行っていますが、後半

はかなり混雑しました。 

日々の記帳をしっかり行い、節税に

心がけましょう！ 

※エクセルで簡易記帳簿  

組合ホームページよりダウンロード 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２３年度建設国保保険料及び介護保険料は、以下の通りになりました。 

（月額）４月１日現在の年齢により第２種の一人親方は３段階に、第３種の従業員は２段階に！！ 

種別 本人のみ 扶養 1 人 扶養 2 人 扶養 3 人 扶養 4 人 扶養 5 人 介護保険料 

特 1種 
法人事業主 

21,000 円 23,700 円 26,400 円 29,100 円 31,800 円 34,500 円 2,700 円 

第 1種 
個人事業主 

19,200 円 21,900 円 24,600 円 27,300 円 30,000 円 32,700 円 2,500 円 

第 2種Ａ 
一人親方 

31 歳～39 歳 

12,700 円 15,400 円 18,100 円 20,800 円 23,500 円 26,200 円  

第 2種Ｂ 
一人親方 

40 歳～49 歳 

13,700 円 16,400 円 19,100 円 21,800 円 24,500 円 27,200 円 2,000 円 

第 2種Ｃ 
一人親方 

50 歳～69 歳 

14,700 円 17,400 円 20,100 円 22,800 円 25,500 円 28,200 円 2,000 円 

第 3種Ｘ 
従業員 

31 歳～39 歳 

9,800 円 12,500 円 15,200 円 14,900 円 20,600 円 23,300 円  

第 3種Ｙ 
従業員 

40 歳～69 歳 

10,800 円 13,500 円 16,200 円 18,900 円 21,600 円 24,300 円 1,700 円 

第 4種 
70 歳以上 

8,700 円 11,400 円 14,100 円 16,800 円 19,500 円 22,200 円  

第 5種 
25 歳～30 歳 

7,100 円 9,800 円 12,500 円 15,200 円 17,900 円 20,600 円 
扶養家族 

介護保険料 

第 6種 
24 歳以下 

5,200 円 7,900 円 10,600 円 13,300 円 16,000 円 18,700 円 1,600 円 

※ 組合員の妻、学生、障害者、病気療養者以外で、20 歳以上 65 歳未満の扶養家族がいる場合は、該

当家族１人につき 3,500 円が上記金額に加算されます。 

※ 介護保険料は 40 歳になる誕生日の前日が加入日となります。65 歳以上の方は、年金からの天引き

または各市町村からの徴収となります。 

○ 平成 23 年 4 月 1 日現在、70 歳、31 歳、25 歳の方は、4 月分より種別が変更となっていますので

ご確認下さい。 

○ 平成 21 年 11 月１日～平成 22 年 10 月末日までの間に、会社から独立したり、従業員を雇ったな

どの業態変更の申告があった方も、種別が変更となっています。 

 
 

 

  第８回東御市子どもフェスティバルにて、上小建労青年部が木工広場を開催します。 

これは、東御市が子どもたちに経験や体験を通し、自主性・創造性、そして豊かな心が育つことを

願い開催しているフェスティバルです。 

今回も何を作るのかは当日のお楽しみ！木工広場の他にもさまざまな企画が開催される予定ですの

で、ぜひ遊びにお出かけ下さい。 

 開催：５月１４日（土）  整理券発行予定  ☆東御中央公園一帯にて 10：00～部材終了まで 



 

 

 

 

 ２月２６日土曜日、寒い朝でしたが、次第に 

お天気も良くなりました。 

 河津桜を見に行く車が多く、沼津インター 

で大渋滞にはまってしまい、ちらし寿司食べ 

放題の昼食が、１３時半頃となってしまいま 

した。その後の行程も急ぎ足となりましたが、 

いちご狩り、菜の花の摘み取り、三嶋大社でお参りをして、お買い物と盛りだくさんのツアーでした。 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

法人事業所は、国の定めにより社会保険と厚生年

金に必ず加入しなければなりません。ただし、建設

国保既加入者が法人事業所を設立したり、事業所に

勤務するようになった場合、特例として社会保険の

加入適用が除外されます。しかし、厚生年金につい

ては強制加入となる為、手続きが５日以内に必要と

なります。 

５日経過後になりますと建設国保を継続して加入

することが出来ませんのでご注意ください。 

新規で法人設立をお考えの方は必ず事前に組合

にご相談下さい。厚生年金加入手続きなどにつきま

しても、組合ではご相談をお受けしますので分から

ないことがあればお気軽にお問い合わせ下さい。 

組合保養所は原則的に組合員とその家族の

利用を想定してきましたが、補助金の申請時

に家族以外の利用と思われる事例が発生して

きたため、利用者の範囲を組合員とその家族

に限定しました。 

同時に申請時には申請書の記入して頂くよ

う変更となりました。 

 

 

ビスタリゾートとの契約が一部変更とな

り、４月１日より一律宿泊料金が５００円 UP

となります。また、予約については、１カ月

前からとなりました。 

2000 円の補助は利用後組合窓口となります。 

 

 

 

 

 地元経済の活性化のため、上田市民の皆さん

が行う地元業者による住宅リフォームの費用

の一部に補助があります。 

 前回の予算が４日程で終了してしまったの

で、お早目の申請をお勧めします。 

 

対象工事費用の２０％ 

最高限度額  １０万円 

上田市に住民登録している方 

対象となる住宅の所有者 

市税の滞納のない方などの条件があります。 

 


